
いの町告示第１４１号 

 

いの町普通財産売払事務要綱をここに制定する。 

 

 

令和３年１０月１９日 

いの町長 池田 牧子 

 

 

いの町普通財産売払事務要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、いの町が所有する普通財産（土地及び建物に限る。以下

同じ。）の売却処分に関し、いの町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１６年いの町条例第５２号）、いの町財産の

交換、譲与、無償貸付等に関する条例（平成１６年いの町条例第５３号）、

いの町財務規則（平成１６年いの町規則第４４号）及びいの町契約規則（平

成１６年いの町規則第４６号。以下「契約規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（適用除外） 

第２条 普通財産の売払いに関し、他に特別の定めのあるものについては、こ

の要綱は適用しない。 

 （売却処分の方法） 

第３条 売却処分は、一般競争入札（以下「入札」という。）の方法により行

うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約に

より行うことができるものとする。 

（１） 契約規則第２９条第４号に規定する額以内の額で売却するとき。 

（２） 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用

若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。 



（３） 公共事業に用地を提供した者に、その用地の代替地として売り払

うとき。 

（４） 寄附を受けた不動産をその寄附者（相続人その他包括継承者を含

む。）に売り払うとき。 

（５） 既に貸付け済みである町有地等を当該借受人に対して売り払うと

き。 

（６） 無道路地、袋地、不整形地、狭小地その他単独利用が困難な土地

で、隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接

土地所有者又は隣接地の賃借権等を有する者に売り払うとき。 

（７） 法定外公共物の用途が廃止されて普通財産となった町有地を、当

該用途廃止申請者へ売り払うとき。 

（８） 企業誘致のため、特定の相手方へ売払うとき。 

（９） その他町長が必要と認めるとき。 

（売払い面積） 

第４条 普通財産の土地等を売り払うときは、実測により面積を求めるものと

する。ただし、現場状況と公図等を比較した結果、筆界点間距離が概ね一致

しているときは、公簿面積により売り払うことができるものとする。 

（価額の決定方法） 

第５条 普通財産の売払予定価格は、土地の特性を勘案したうえで、固定資産

税評価、地価公示、地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価等を参考

に、適正に算出した価格とする。 

２ 予定価格は、前項で算出した価格とする。ただし、入札を実施したにもか

かわらず、売却に至らなかった場合においては、再度入札を行う際の予定価

格は、前回の予定価格から３０％に相当する額を限度として減額調整するこ

とができる。 

（入札参加者の資格） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加する資格を有しな

い。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」と

いう。）第１６７条の４に該当する者 



（２） いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成

２５年いの町規則第２２号）第２条第２項第５号に掲げる排除措置対

象者に該当する者 

（３） 市町村税の滞納がある者 

（４） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３に規定さ

れた公有財産に関する事務に従事する町職員 

（５） 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続

き開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する

法律（平成１１年法律第１５８号）に基づく特定債務等の調整に係る

調停の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

再生手続開始の申立てのいずれかを行っている者。ただし、民事再生

法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づ

く更生開始手続開始の申立てがなされた者であっても、再生手続開始

又は更正手続開始の決定を受けた者については、当該再生手続開始又

は更正手続開始の申立がなされなかった者とみなす。 

（入札の公告等） 

第７条 町長は、入札を行うときは、次に掲げる事項をいの町公告式条例

（平成１６年いの町条令第２号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示す

るとともに、必要に応じて広報紙、ホームページ等で一般に公告するもの

とする。この場合においては、契約規則第５条の規定にかかわらず、その

入札期日の前日から起算して１０日前までに行うものとする。 

（１） 売却地の所在、地目、地積及び予定価格 

（２） 入札の参加資格に関する事項 

（３） 入札の参加申込みに関する事項 

（４） 入札及び開札に関する事項 

（５） 落札者の決定方法と売買代金の納入方法 

（６） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 町長は、前項の規定による公告をしたときは、物件調書（様式第１号）を

作成し、求めに応じて交付するものとする。 



（入札の参加申込み） 

第８条 入札参加希望者は、町長が指定する場所及び期間内に、町有財産一般

競争入札参加申込書兼受付書（様式第２号）に必要事項を記入し、記名のう

え、必要書類を添付して、提出しなければならない。 

（入札参加資格の審査） 

第９条 町長は、前条の申込書を受理した場合は、その内容を審査し、申込者

に町有財産一般競争入札参加資格審査結果通知書（様式第３号）を通知す

る。 

（入札保証金の納付） 

第１０条 入札参加者は、入札保証金として予定価格の１００分の５に相当す

る額を所定の日時までに納付しなければならない。 

２ 前項の規定により納付された入札保証金について、返納されるまでの間の

利息は付さないものとする。 

３ 落札者に係る入札保証金は、売買代金の一部に充てることができるものと

する。 

（入札の方法） 

第１１条 入札は、入札書（様式第４号）により行うものとする。この場合に

おいて、入札参加者は、第７条第１項の規定により公告された入札日及び場

所に、提出しなければならない。 

２ 提出済みの入札書は、その理由のいかんにかかわらず、書換え、引換え又

は撤回を認めないものとする。 

３ 入札者の代理人が入札する場合は、入札する前に第１項に規定する入札書

のほかに委任状（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

（入札又は開札の中止等） 

第１２条 入札又は開札の中止等については契約規則第１９条に準ずる。 

２ 前項及び次条の場合において、入札者は異議又は苦情を申し立てることは

できない。また、入札者が損失を受けることがあっても、町はその補償の責

を負わない。 

（入札の執行の取消し及び拒絶） 



第１３条 町長は、入札の執行にあたり不正があると認めるときは、入札の執

行を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により入札の執行を取り消された者の入札保証金は、町に帰属

するものとする。 

３ 町長は、第６条各号に掲げる者及び入札執行の秩序を乱す行為があると認

める者に対しては、その入札を拒絶し、入札場から退去させることができ

る。 

（開札） 

第１４条 開札は、第７条第１項の規定により公告した開札の日時及び場所に

おいて、入札者を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者が立ち会わ

ないときは、入札事務に関係のない町職員を立ち会わせて行うものとする。 

（落札者の決定及び取消） 

第１５条 開札の結果、予定価格以上かつ最高価格で入札した者を落札者とす

る。 

２ 前項の場合において、落札者となる同価格の入札者が２人以上ある場合

は、直ちに、くじ引により落札者を決定する。 

３ 落札者がその権利を放棄したとき、第２０条の売買契約を締結しないと

き、又は不正な行為があったときは、落札を取り消すものとする。そのとき

は、予定価格以上の次点者を落札者とすることができる。 

４ 前項の規定により落札を取り消された者の入札保証金は、町に帰属するも

のとする。 

（入札保証金の還付等） 

第１６条 入札保証金は、入札終了後又は入札の執行を中止若しくは取り消し

た場合に、入札保証金還付請求書（様式第６号）に基づき全額を還付する。 

（一般競争入札に適さない場合の随意契約） 

第１７条 第３条各号の規定に基づく随意契約により町有地等を購入しようと

する者（以下「購入申請者」という。）は、町有財産購入申込書（様式第７

号）に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

２ 売却価格は、第５条を準用する。ただし、町長が特別と認めた場合は、別

の方法により定めるものとする。 



（落札者がいない場合の随意契約） 

第１８条 入札に付してもなお落札者がないときは、当該町有地等を取得しよ

うとする者（以下「取得申込者」という。）に対し、当該入札における予定

価格以上の価格で、随意契約により売却できるものとする。 

２ 取得申込者は、町有財産取得申込書（様式第８号）に必要な書類を添え

て、町長に申請しなければならない。 

３ 取得申込者の資格は、第６条を準用する。 

（売払決定通知書） 

第１９条 町長は、落札者、購入申請者又は取得申込者を売買契約の相手方

（以下「買受人」という。）と決定したときは、町有財産売払決定通知書

（様式第９号）により、当該買受人に通知するものとする。 

（売買契約） 

第２０条 買受人は、前条の規定による通知を受けた日から１４日以内に、町

と売買契約を締結しなければならない。 

２ 前項の契約締結において、いの町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１６年いの町条例第５２号）第３条に該当す

る場合は売買仮契約を行い、議会の議決後に前項による売買契約を締結する

ものとする。 

（契約保証金の納付） 

第２１条 買受人は、売買代金の１００分の１０に相当する額の契約保証金を

契約締結の日までに町が発行する納入通知書により納付しなければならな

い。 

２ 前項の規定に関わらず、買受人が契約締結の日に売買代金等の全額を納付

するとき、又は国、他の地方公共団体、公共団体若しくは公共的団体である

ときは、契約保証金の納付は要しない。 

３ 第１項の規定により納付された契約保証金については、返納されるまでの

間の利息は付さないものとする。 

（売買代金の納付及び町有地等の引渡し等） 

第２２条 買受人は、契約書に定める期限までに、売買代金を支払わなければ

ならない。 



２ 町長は、売買代金の完納があったときは、速やかに当該町有地等を買受人

に引き渡すものとする。 

３ 前項の規定による引渡しを受けた買受人は、その引渡しを受けた日から当

該町有地等の使用又は収益を開始することができる。 

（売買契約の解除） 

第２３条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約

を解除することができる。 

（１） 契約者から解除の申出があったとき。 

（２） 買受人に偽りその他不正行為があったとき。 

（３） 買受人が契約条項を履行しないとき。 

２ 前項の規定により契約を解除されたときは、買受人は売買代金の１００分

の１０に相当する額の違約金を支払わなければならない。 

（契約保証金の帰属） 

第２４条 第２０条の規定により契約を締結した買受人が前条の規定により契

約を解除されたときは、納付した契約保証金は、町に帰属するものとする。 

（契約保証金の還付） 

第２５条 契約保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、売買代

金完納後全額を還付する。 

２ 契約保証金は、売買代金等の一部に充当することができる。 

（所有権移転登記） 

第２６条 売買した町有地等の所有権移転登記は、売買代金完納後に町が行う

ものとし、その経費は買受人の負担とする。ただし、買受人が所有権移転登

記を申請することを妨げない。 

２ 第３条第７号に係る土地で、表題登記及び所有権保存登記が済んでいない

ものは、当該用途廃止申請者がこれらの登記を行うものとする。 

３ 所有権移転登記又は所有権保存登記に要する登録免許税は、買受人の負担

とする。 

（契約不適合責任） 



第２７条 売買契約を締結した後に、買受人が物件に種類、品質又は数量に関

して契約の内容に適合しないものを発見しても、売買代金の減額、損害賠償

の請求又は契約の解除ができないものとする。 

（買受人の譲渡制限） 

第２８条 買受人は、所有権移転登記前に、当該土地に係る一切の権利義務を

第三者に譲渡してはならない。 

（委任） 

第２９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年１０月１９日から施行する。  



様式第１号（第７条関係） 

物件調書 

物件番号 
    

所在地 
  

地積 実測・公簿 
  

地目 
  

形状 
  

接面道路の状況 
  

土
地 

都市計画法等

の制限 

都市計画区域の別 
  

建ぺい率 
  

用途地域 
  

容積率 
  

防火指定 
  

供給処理施設

の状況 

  

建
物 

名称 
  

延面積 
  

建築年月日 
  

構造 
  

最寄りの公共機関 

  

最寄駅等 
  

特記事項 

  

その他 

  

  



様式第２号（第８条関係） 

年   月   日 

 

 いの町長 様 

 

町有財産一般競争入札参加申込書兼受付書 

 

 

 町有地等の売却処分に係る一般競争入札への参加を、次のとおり申し込みます。 

 

１ 申込者 〒   ― 

    

   住所又は所在地                           

   フリガナ 

   氏名又は 

名称及び代表者氏名                            

 

   連絡先                               

 

２ 共有者 〒   ― 

    

   住所又は所在地                           

   フリガナ 

   氏名又は 

名称及び代表者氏名                            

 

   連絡先                               

 

３ 申込物件 

物件番号   

物件の所在地   

地積   

 

４ 添付書類（共有名義の場合、全ての方の書類が必要です。） 

 （１） 住民票の写し（法人の場合は全部事項証明書） 

 （２） 本人確認書類の写し（運転免許書等） 

 （３） 住所地の市町村が発行する市町村税納税証明書 

 （４） 誓約書  



様式第３号(第９条関係) 

第    号 

年  月  日 

    様 

 

いの町長           

 

 

町有財産一般競争入札参加資格審査結果通知書 

 

 

 標記の件につき、先に申込みのあった下記の町有財産一般競争入札に係る参加資格審査

の結果を通知します。 

 

記 

 

物件番号   

物件の所在地   

地積   

 

審査結果 認定する・認定しない 

認定しない  

場合の理由 

  

  



様式第４号（第１１条関係） 

 

入 札 書 

 

  物件番号                                   

  いの町            番        （地積）         ｍ２ 

 

        億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

 

 

契約条項等を了承のうえ、入札いたします。 

 

 

 

年   月   日  

 

 いの町長 様 

 

 

住所又は所在地                      

 

 

 氏名又は名称及び代表者氏名              ㊞ 

 

    

 

            （代理人） 

住所又は所在地                      

 

 

氏名又は名称及び代表者氏名              ㊞ 

 

 

※入札金額は平方メートル単価等ではなく、全体の金額を記入すること。 

※入札金額の数字の頭に「￥」の記号を付すること。 

※代理入札の場合は、代理人の住所・氏名を記入し、委任状に押印した代理人使用印を押印

すること。  



様式第５号（第１１条関係） 

 

年   月   日 

 

いの町長 様 

 

 

               （委任者） 

住所又は所在地                   

 

氏名又は名称及び代表者名            ㊞ 

 

  

委 任 状 

 

物件番号   

物件の所在地   

地積   

 

私は、住所 

   氏名                           を代理人と定め、

上記に関する入札の一切の権限を委任します。 

 

  代理人使用印 

  

  



様式第６号（第１６条関係） 

 

年   月   日 

 

 いの町長 様 

 

 

住所又は所在地                   

 

  氏名又は

名称及び代表者名 

 

㊞  

 

 

入札保証金還付請求書 

 

下記の入札保証金の還付を請求します。 

 

記 

 

  
円 

 

 物件

番号 
所在地 地目 

面積 

（ｍ２） 
備考 

          

の売却に係る入札保証金 

 

 

添付書類 

 （１） 口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票  



様式第７号（第１７条関係） 

年   月   日 

いの町長 様 

 

住所又は所在地                  

           

      氏名又は  

名称及び代表者名 

           

連絡先                  

 

 

町有財産購入申込書 

 

１ 所在地 

 

２ 地目 

 

３ 地積   公簿面積      ｍ２ ・ 買取面積       ｍ２ 

 

４ 購入希望価格  町の指定価格による 

          

 

５ 購入理由 

 

 

 

６ 添付書類（共有名義の場合、全ての方の書類が必要です。） 

（１） 住民票の写し（法人の場合は全部事項証明書） 

（２） 本人確認書類の写し（運転免許書等） 

（３） 住所地の市町村が発行する市町村税納税証明書 

（４） 誓約書 

（５） 位置図 

（６） 公図写し 

（７） 求積図 

（８） 現況写真  



様式第８号（第１８条関係） 

年   月   日 

いの町長 様 

町有財産取得申込書 

 

 次の町有財産の取得について、下記金額で申し込みます。 

 

１ 申込者 

  住 所 

（所在地） 

  

氏 名 

（名称・代表者名） 
  

連 絡 先   

    ○共有による申込みの場合は、代表者を申込者としてご記入ください。 

 

２ 申込物件 

  物件番号   

所 在 地   

地 積   

 

３ 買取価格 

        億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

    ○金額の前に「￥」の記号をご記入ください 

 

４ 添付書類（共有名義の場合、全ての方の書類が必要です。） 

 （１） 住民票の写し（法人の場合は全部事項証明書） 

 （２） 本人確認書類の写し（運転免許書等） 

 （３） 住所地の市町村が発行する市町村税納税証明書 

 （４） 誓約書  



様式第９号（第１９条関係） 

第       号  

年   月   日  

     様 

いの町長           

 

町有財産売払決定通知書 

 

    年   月   日付で入札又は申請のあった町有財産につきまして、下記のと

おり売り払うことが決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 物件番号 

 

 

２ 物件の所在地 

 

 

３ 売却価格 


